
 

 

 

障害者・障害児の熱中症予防支援事業補助金交付事業について 

１ 事業の目的 

障害者、障害児が通所する、障害福祉サービス事業所等が行う熱中症予防に資する取組

を支援する。 

 

２ 事業の概要 

 【普及啓発事業】 

熱中症予防を図るための普及啓発に要するグッズ等の購入費用を補助 

   補助上限額：１事業所当たり 125 千円 

 【機器・設備導入補助事業】 

   施設に日除け、ミストシャワー等機器・設備を設置する際の導入費用を補助 

   補助上限額：１施設当たり 1,000 千円 

 いずれも、他の制度により補助されている経費は除く。 

 

３ 対象期間 

  令和８年４月１日～令和８年 10月 31 日に購入等を行ったもの 

 

４ 対象となる事業所 

  国分寺市内にある、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労

継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等デイサービスを行う施設及び

事業所 

 

５ 実施スケジュール（案） 

  令和８年７月 事業者への周知 

  令和８年９月 所要額調査 

  令和８年 11月 交付申請及び実績報告受付 

  令和８年 12月 交付決定及び補助金交付 

 

６ 補正予算の概要 

 金額 内容 

歳入 24,750 千円 障害者・障害児の熱中症予防支援事業補助金（都 3/4） 

歳出 33,005 千円 

【障害者・障害児の熱中症予防支援事業補助金交付事業に要する経費】 

・負担金補助及び交付金 

・役務費（郵送料） 
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